
◆高病原性鳥インフルエンザ情報の把握を願います。
◆通報の遅れは防疫対応に致命的な影響を与えます。
異常を認めたら即、通報願います(夜間等転送対応)。

高病原性鳥インフルエンザの情勢（３月２５日現在）
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◆３月に入り、５日に北海道（肉用鶏）、２５日に同じく北
海道（採卵鶏）で発生が確認され、今シーズン２２例目
に達しました。

◆渡り鳥の北帰行の最中であり、当面の間は警戒継続
が必要です。
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